
規 則

�愛媛県規則第５２号
愛媛県農林漁業組合等検査規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県農林漁業組合等検査規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県農林漁業組合等検査規則（昭和３８年愛媛県規則第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第９４条、農業災

害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の２から第１４２条の４

まで、水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１２３条及び森

林組合法（昭和５３年法律第３６号）第１１１条の規定に基づく検査

は、この規則の定めるところにより実施する。

（検査の目的）

第２条 検査は、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組

合中央会、農業共済組合、農業共済事業を行う市町（以下「市

町」という。）、水産業協同組合 、森林

組合、生産森林組合及び森林組合連合会（以下「組合等」と総称

する。）の業務及び会計の状況を実地に検討し、適切な指導を行

い、その経営又は事業運営の改善向上を図り、もつて組合等の健

全な発展に資することを目的とする。

（年間検査計画等の作成）

第３条 知事は、毎年度当初に、年間検査計画及び検査重点事項を

作成するものとする。ただし、行政上の要請により緊急に検査の

必要が生じた場合又は組合員等から検査の請求があつた場合にお

ける当該検査に係る年間検査計画及び検査重点事項については、

作成を要しない。

（検査員等）

第４条 検査は、職員のうちから知事が命ずる２人以上の検査員に

行わせるものとする。この場合において、検査の一環として支

所、出張所等の出先機関において単独で現物の検査に従事させ、

及び検査員でない職員を検査員の指揮下にその検査に従事させる

ことがある。

（趣旨）

第１条 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第９４条、農業災

害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の２から第１４２条の４

まで、水産業協同組合法（昭和２３年法律第１４２号）第１２３条及び森

林組合法（昭和５３年法律第３６号）第１１１条の規定に基づく検査

は、この規則の定めるところにより実施する。

（検査の目的）

第２条 検査は、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組

合中央会、農業共済組合、農業共済事業を行う市町（以下「市

町」という。）、水産業協同組合、水産業協同組合連合会、森林

組合、生産森林組合及び森林組合連合会（以下「組合等」と総称

する。）の業務及び会計の状況を実地に検討し、適切な指導を行

い、その経営又は事業運営の改善向上を図り、もつて組合等の健

全な発展に資することを目的とする。

（検査員等）

第３条 検査は、職員のうちから知事が命ずる 検査員に

行わせるものとする。この場合において、

検査員でない職員を検査員の指揮下にその検査に従事させる

ことがある。
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２ 検査に当たつては、検査員のうちから当該検査の責任者（以下

「検査責任者」という。）を選定するものとする。

（検査事項）

第５条 検査は、組合等の業務及び会計のすべてについて行うもの

とする。ただし、知事が特に指示をした場合には、当該指示によ

り行うものとする。

第６条 省略

（検査の範囲）

第７条 検査は、原則として、検査の基準となる日（以下「検査基

準日」という。）の属する事業年度の前事業年度の開始の日から

検査基準日までの期間について行う。ただし、特に必要があると

認められるときは、過年度及び検査基準日後の期間についても行

うことができる。

２ 前項の検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。た

だし、検査に着手した日の前業務日に残高試算表が作成されてい

ない場合には、検査に着手した日の直近の残高試算表が作成され

た日とすることができる。

第８条 省略

（検査通知書等）

第９条 検査員は、検査の着手に際しては、理事その他の責任者に

対し、検査通知書（様式第１号）を交付し、かつ、身分証明書

（様式第２号）を提示して、検査を行う旨を告げるものとする。

２ 検査員は、検査を実施するときは、前項の身分証明書 を

携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなけれ

ばならない。

３ 農業災害補償法の規定に基づく検査に係る第１項の規定の適用

については、同項中「身分証明書（様式第２号）」とあるのは、

「農業災害補償法施行規則（昭和２２年農林省令第９５号）第４６条に

規定する証票」とする。

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

（被検査組合等に対する配意）

第１４条 検査員等は、検査に当たつては、被検査組合等の業務の執

行に支障のないようにするとともに、被検査組合等に無用の負担

を負わせないよう留意しなければならない。

第１５条 省略

（検査の講評）

第１６条 検査員は、検査の終了 に際して、役員等に対し検査に

よつて明らかとなつた事項について講評を行うとともに、役員等

から意見等を聴取し、もつて、役員等をして速やかに その欠陥

を是正し、その長所を伸長させるよう努めなければならない。た

だし、特別の事由があるときは、講評及び役員等からの意見等の

聴取をしないことができる。

２ 省略

（検査書の交付）

第１７条 知事は、検査終了後速やかに 検査員に検査書を作成させ

、これを被検査組合等に交付するとともに、役員等に対しその

責任ある意見又は今後の措置若しくは方針を記載した回答書の提

出を求めるものとする。ただし、特にこれらの措置が必要でない

と認められる場合は、この限りでない。

２ 前項の回答書には、理事会（当該回答書の内容が監事事項に係

（検査事項）

第４条 検査は、次の事項について行なう。

� 業務運営の状況

� 資産及び負債並びに損益の状況

第５条 省略

第６条 省略

（証票）

第７条 検査員は、検査を実施するときは、別記様式による証票を

携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなけれ

ばならない。

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

（被検査組合等に対する配意）

第１２条 検査員等は、検査にあたつては、組合員 の業務の執

行に支障のないようにするとともに、組合等 に無用の負担

を負わせないよう留意しなければならない。

第１３条 省略

（検査の講評）

第１４条 検査員は、検査の終了するに際して、役員等に対し検査に

よつて明らかとなつた事項について講評を行ない

、もつて、役員等をしてすみやかにその欠陥

を是正し、その長所を伸長させるよう努めなければならない。

２ 省略

（検査書の交付）

第１５条 知事は、検査終了後すみやかに検査員に検査書を作成せし

め、これを被検査組合等に交付するとともに、役員等に対しその

責任ある意見又は今後の措置若しくは方針を記載した書面 の提

出を求めるものとする。ただし、特にこれらの措置が必要でない

と認められる場合は、この限りでない。

愛 媛 県 報平成２１年１０月９日 第２１０７号
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るものである場合にあつては、監事会）の議事録及び監事の意見

書を添付するものとする。

（検査の拒否等に対する措置）

第１８条 検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の実

施が困難であると認められたときは、検査責任者は、直ちに知事

にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

（指導監督部門との連携）

第１９条 検査の実施に当たつては、組合等の指導監督を行う部門と

連携し、事前に指導監督上の問題点等について十分に把握し、検

査に反映させるよう努めるものとする。

第２０条 省略

（雑則）

第２１条 この規則に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事

項は、知事が別に定める。

様式第２号（第９条関係） 身分証明書

省略

（検査の拒否等に対する措置）

第１６条 検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の実

施が困難であると認められたときは、検査員は、ただちに 知事

にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

第１７条 省略

別記様式（第７条関係）

省略

省略

愛媛県知事 �

省

略

省略

愛媛県知事 �

省

略

注 「○○○○○」の部分には、次のうちいずれかを記入する

こと。

１ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第９４条

２ 水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１２３条

３ 森林組合法（昭和５３年法律第３６号）第１１１条

注 「○○○○○」の部分には、次のうちいずれかを記入する

こと。

１ 農業協同組合法 第９４条

２ 水産業協同組合法 第１２３条

３ 森林組合法 第１１１条

第２条 愛媛県農林漁業組合等検査規則の一部を次のように改正する。

様式第２号の前に次の１様式を加える。

愛 媛 県 報平成２１年１０月９日 第２１０７号
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様式第１号（第９条関係） 検査通知書

検 査 通 知 書

第 号

年 月 日

様

愛媛県知事 �

組合

市

○○○○○の規定に基づき、貴

�
�
�
�
�
�
�
�
�

町

�
�
�
�
�
�
�
�
�

の検査を次のとおり実施する。

連合会

中央会

１ 検査期間

２ 検 査 員 （検査責任者）

注１ 不要の文字は、抹消すること。

２ 「○○○○○」の部分には、次のうちいずれかを記入すること。

	 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第９４条


 農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の２

� 農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の３

� 農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の４

 水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１２３条

� 森林組合法（昭和５３年法律第３６号）第１１１条

愛 媛 県 報平成２１年１０月９日 第２１０７号
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告 示

��������������

��������������

�愛媛県告示第１２４２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により、次の

肥料の登録は、失効した

平成２１年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２４３号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２１年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市玉川町摺木字側尻八ヶ谷乙４２の２、乙４２の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

ダム用地とするため

�������
�愛媛県告示第１２４４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２１年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市菊間町松尾４０１の２、４４７の２、４４８の２、４７６の２、

４７７の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため

�������
�愛媛県告示第１２４５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３号第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画下水道事業（松山市施行）の事業計画の変更

を次のように認可した。

平成２１年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成１５年１月１４日から

平成２６年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１２４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２１
年９月
２４日

愛媛県
第１２６５
号

混合有
機質肥
料

南海混
合有機
質肥料
５－４

窒素全
量５．０
りん酸
全量
４．０

南海物産株式会
社
松山市古三津二
丁目２０番３８号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大野原川之江線
四国中央市金生町下分字小山７１５番１地先から

同町下分字小山７４９番１地先まで

旧 １２．０～１４．６ ０．０８０

新 １２．０～２３．２ ０．０８０

愛 媛 県 報平成２１年１０月９日 第２１０７号
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労働委員会告示

�愛媛県告示第１２４８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年１０月９日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県労働委員会告示第４号
労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規則第１号）第６８条第１項の規定により、あっせん員候補者を次のとおり公示する。

平成２１年１０月９日

愛媛県労働委員会

会 長 白 石 喜 �
愛媛県労働委員会あっせん員候補者名簿

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大野原川之江線
四国中央市金生町下分字小山７１５番１地先から

同町下分字小山７４９番１地先まで
平成２１年１０月９日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第３１号

平成２１年９月３０日
伊予市八倉字千代國３４８番１、３４９番１、３５０番１、３５１番４

伊予市八倉５４５番地

山 下 衛

氏 名 現 職 又 は 地 位 委員経歴 委嘱年月日

白 石 喜 � 愛媛県労働委員会会長
弁護士 ２６～３９期 平成２１年８月２７日

山 下 泰 史 愛媛県労働委員会会長代理
弁護士 ３４～３９期 〃

宇都宮 純 一 愛媛県労働委員会委員
愛媛大学法文学部教授 ３５～３９期 〃

青 山 保 子 愛媛県労働委員会委員
特定社会保険労務士 ３６～３９期 〃

桐 木 陽 子 愛媛県労働委員会委員
松山東雲短期大学教授 ３７～３９期 〃

松 本 修 次 愛媛県労働委員会委員
全国一般愛媛地方労働組合特別執行委員 ３０～３９期 〃

木 原 忠 幸 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛会長 ３６～３９期 〃

安 藤 伸 子 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛中予地域協議会副事務局長 ３７～３９期 〃

田 中 圭 子 愛媛県労働委員会委員
ＪＡＭ四国愛媛地区協議会副事務局長 ３８～３９期 〃

竹 森 義 彦 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛副会長・ＵＩゼンセン同盟愛媛県支部支部長 ３９期 〃

� � 了 愛媛県労働委員会委員
宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ３７～３９期 〃

仙 波 誉 子 愛媛県労働委員会委員
株式会社岩本商会代表取締役社長 ３７～３９期 〃

黒 田 周 子 愛媛県労働委員会委員
今治コミュニティ放送株式会社代表取締役社長 ３８～３９期 〃

山 下 精一郎 愛媛県労働委員会委員
愛媛県経営者協会専務理事 ３９期 〃

安 尾 浩 和 愛媛県労働委員会委員
住友金属鉱山株式会社別子事業所総務センター長 ３９期 〃
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雑 報

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２１年９月３０日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２１年１０月９日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

高速自動車国道四国横断自動車道愛南大洲線新設工事（愛媛県宇和島市高串字丁田地内から同市三間町則地内まで及び西予市宇和町皆

田地内から同市宇和町稲生地内まで）並びにこれに伴う市道、農業用道路及び農業用水路付替工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

新 村 利 秋 全日本海員組合愛媛支部長
四国地方交通審議会船員部会委員 ― 平成２１年９月２５日

一 色 昭 造 石崎汽船株式会社代表取締役社長・愛媛県旅客船協会会長
四国地方交通審議会船員部会委員 ― 〃

清 家 馨 愛媛県労働委員会事務局長 ― 平成２１年４月１日

菊 地 久 男 愛媛県労働委員会事務局次長 ― 平成１９年４月１日

橘 伸 二 愛媛県労働委員会事務局審査調整課長 ― 平成２１年４月１日

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県西
予市宇和
町稲生

３９３番１ 墓地 墓地 １５ １４．３３ １４．３３
不明
ただし、登記簿表題部所有者 山崎 菊
太郎

─── ─── ──────

平成２１年１０月９日 発行
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